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桂ケ丘集会所使用細則


第１条  （目　的）
この細則は、桂ケ丘集会所使用規則に基づく集会所の適正な運営、管理を図ることを目的とする。

第２条　（使用方法）
桂ケ丘集会所の使用方法は、随時及び定時とする。
１．　随時は1日の内、午前、午後、夜間または1日を使用する場合とする。
２．　定時は一定期間（1ヶ月単位とする）における特定日の特定時間に使用する場合とする。

第2条 （使用時間）
集会所の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

第3条 （休　館）
1． 集会所の休館は、次のとおりとする。
(1) 8月13日から8月17日及び12月28日から翌年1月5日まで。
(2) その他自治会が定める日。ただし、事前に周知する。
2． 自治会は、特に必要があると認めるときには前項に拘らず使用を許可することができる。

第4条 （使用料）
1． 公共機関及び桂ケ丘自治会の使用は無料とし、その他の使用については全て有料とする。
2． 使用料は、集会所使用料一覧表のとおりとする。
3． 使用料は、使用申込書とともに担当者に納入するものとする。
4． 定時使用料の納入は、原則として月単位で行うものとする。
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1． 担当者は、各年度自治会総務部とする。
2． 担当者は、申込の受付・鍵の貸出返却・使用料等の管理を行う。

第７条　（申込みの手続）
1． 集会所の使用申込みは、「桂ケ丘集会所使用申込書」（様式１）に必要事項を記入のうえ、使用予定日の一週間前までに担当者に提出するものとする。ただし、使用の申込が重複しない場合は、随時使用の申込みを受付けるものとする。
2． １の申込みを変更しようとするときは、速やかに担当者に報告するものとする。
3． 定時の申込みは、原則として月単位で申込みを行うものとする。
4． 使用責任者は、桂ケ丘集会所使用規則第９条を遵守するものとし、集会所の使用後において「安全点検確認書」（様式２）を提出するものとする。

第８条　（申込みの受付）
申込みの方法は担当者に直接、もしくは班長経由で申込むのものとする。



第9条 （使用の調整）
集会所の使用は、原則として申込み日時の早いものが優先する。ただし、使用申込みの日時が重なったときは、自治会役員会は使用の目的等を考慮して使用者を変更することができる。

第１０条（雑　則）
この細則の運営上、疑義が生じたとき及びこの細則の改廃は自治会役員会で審議のうえ決定する。

付　則
本規則は、平成１３年10月１日から施行する
　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年４月１日より使用時間及び使用料金改定
　　　　　　　　　　　　　　　令和２年３月２２日一部改定
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